
【ご意見提出用紙】

【送付枚数  2 枚】

長崎県水産都漁業振興課漁業調整班 あて

(FAX 095-895-2584 )

※ご意見の内容について確認させていただくこともありますので、以下の連絡先

をご記入ください。なお、個人情報の保護については、厳正に取り級います。

ご

連

絡

先

件  名 :長崎県漁業調整規則の一部改正 (案 )」 に対する意見

氏  名

住  所

電話番号

く該当箇所>

該当ページ番号・・・ 19 ぺとジ

該当項目名朴…第 45条

<意見ハ弓容>

実質的にスピアフィッシングを禁とにする改正について、意見申し上げます。

近年、漁業者とスピアフィンシングの遊漁者 (以下、遊漁者)間め トラブルが多

発し、このような事態に5七展したこと、いち遊漁者として非常に残念です。漁業者

側から早急な解決が求められている中、遊漁者側を実質的に締め出す対応はトラブ

ル防止の観点では即効的であり、切迫した状況を理解できます。しかしながら地域

振興の観点では.'貴県の海の魅力 !集客約価値の発揮を妨げるものであり、さらに

『長崎県水産業振興基本計画」の基本理念である「多様な人材が活躍し、環境変化

に強い持続可能な水産業と販わいのある漁村づくり」には剛Ⅲ染まないのではないで

しょうか。

トラブルの原因のひとつとして、漁業者・遊漁者の両者における海面利用のルー

ル認識不足・対話不足が考えられます。漁業者 `遊漁者のそれぞれが認識している

海面利用ルールに相違があり、対話なく感情的に権利を主張することで軋操を生ん

でいます。これは、貴県による漁業者・遊漁者に向けた海面利用ルールの周知及び

取り締まり不足によるものと考えます。遊漁者に向けては、法的な制限はもちろん

のこと各地域における海面利用のローカルルールに協力するよう周知すると共に、

漁業者に向けても、遊漁者に対して過度′な制限を行わなVヽ よう、法的制限・ローカ

ルルールの区男llと 理解醸成に向けた啓発が必要ではないでしょうか (例 えば、漁港

等に設置されている「密漁禁止」等を注意喚起する看板のように、地域ごとの海面
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利用ルール、柱意事項、航行頻度の高い航路等を示した看板を設置)。 実際に漁業

者と遊漁者が良好な関係を築けている地域もあります。ただ、漁業者・遊漁者共に

=枚岩ではないため、ルールが周知されるまでに時間がかかり、その間にもトラブ

ルは発生し続けるかもしれませんが、後述の理由を踏まえ、許容していただけない

でしようか。

貴果の海は、遊漁者にとっても魅力的であり、これは全目的にも認知され、県外

から訪れる理由のひとつになっています (私 自身、何度もお世話になっています)。

現状、遊漁者が地域にもたらすものは悪影響 しかないかもしれませんが、訪れるこ

とがきつかけとなり、地域振興につながる可能性は大いにあろうかと思います。過

疎高齢化が課題である地域に全国の遊漁者が注目され、人が集まることは、「水産

業振興墓木計画Jで掲げてしⅢる取組のうち、特に「漁村の魅力発信と関係人口の拡

大」「漁村地域への移住 H定住対策の推進」「漁村のもつ多面的機能の維持」「地域

資源や観光資源と連携した多様森T盛光客の集客による交流八日の拡大」に寄与でき

るのではないでし主うか全すでに、交流、関係、移住人口の増につながっている事

例もあるうかと思います。漁村における地域振興にあたって、「人を呼び込めるコ

ンテンツ」を無くすことは、地域づくりの可能性の幅を狭めることであり、もつた

いないことです。貴県においては、水産多面的機能発揮促進事業に広く取り組まれ

ており、本制度を活用して遊漁者と協働で海環境保全の取り組みを推進するなど、

既存の枠組みを活用した関係の構築もできるのではないでしょうか。

貴県の水産振興ひいては地域振興に向け、スピアフィッシングを目的に遊漁者が

集う場であることが貴県の海の魅力のひとつであるとユ毬識し、その有効活用を図る

と共に、漁業者と遊漁者がお互いに尊重し合い、対話し、協l動 し、この素晴らしい

海を守り続けていけるような海面利用の調和が図られる取り計らいをお願い申し

上げます。国内2位の海面を有する貴県において、これからの日本の海面利用の先

駆けとなる取り組みが展 F子月さ油ノることを期待 lッ ます。

以上



【ご謙兄提出用紙 I

【選付枚数  ■  枚】

長崎熟水腔害触 業擬興銀漁業調整琲 あて

(FAX 095W'895加・2584 )

※ご意見の内グ冷
監に⇒いて確認させていただくことt)あ りますので、以

‐
ドの連絡先

をど記入くださいけなお、催l本情報の保護については¬厳正に取り扱いま→

~。

件  名 「長崎県漁業調継規貝∬rr)一部改正 (葉 )」 イ亀対する意見

氏 名

住 所

ご

連

絡

先
電話響 葛▼

該当嗅増名称…45条

19 ページ

<該蓮衛所>
該華ページ播骨 こう。

く意見内容>
鳥取帰に1坐んでいる著です。私は魚突きを金閲的に禁生することで考えられるギメリ

ット及ぴ

'翻

題解決への打開策をお伝えしたく、この度意見申し上げましたひ

まず、今回線題として挙tずているのは密漁者の取締り《すか?それとも航路に魚突き

着がいる工との危険性ですか ?はたまた、魚突き畠市が増えることで漁捜量の減少を危惧

されておりますか?

魚突音師と漁繁組合が共存、協力的になれげ水産業そして地域の発展にも繋がると考
えておりますコこの度の規則改定|工より危惧されるデメリット|‡以下の3点です。

① 漁業へ興味関心を持つ警の減少

私の住んでいる地域には海が近くにあり、小さいと賞から家族や友人と釣りや魚実書等
のマリンレジヤーを楽しんでおりました。親が派師という友人も中にはいて、船で自イカや

アコウを釣りに連れて行つてもらつたりもしました。そんな中で最近は漁師さんの高齢化
により、担い手不足が問題になつていると耳にしました。また、家族代々受け継いできた

この漁虐雨業孝津絶えさせてしまう悔しさも話しておりました
“
漁師さんは皆、海奪殿してい

ると私は感じます。魚突き師もまた、海を愛していますぃ今回の規員1改鴬により、海で魚

を貌る楽しさや.これから漁師になりたいと思う人は必ず滅ってしまいます.その可能性

を摘んでしまうのは弊常にア尭念なことだと思いますロ

②観光業の衰還
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私自舟、本格白ut至魚突音帝始めたのはここ数年ではございますが、魚突きのメッカとも

含われる長崎県にはいつか必ず行きたいと考えておりました。知人とも旅行を兼ねて行

こうと言晋もしておりました。ですが今回の規則改定は、そういつた人を減少させてしまう可

能性もあり輩す。それは観光業の妻退|とも繋がると私は考えております。

③長観螺へのイメージダウン

魚突きは泳蕪とともに日本の素H背らしい文化であると私は思います。海鹿物に触れ、

海の襲しさを感じ、それを後世に引き継いで行く義務が私たちに1まあります。それを言い

方は懇いかもしれませんが、先陣を切つて歯絶えさせてしまうのは長崎県のイメージダ

ウン、信用問題にも発展する可能性があります。

この度《パプリッタ里メントを努集し意見する機会を与受けてくださうたこと大変感謝申し

上げます。すぐに規則改正するのではなく、このようにご意見を聞いてくださる姿勢にとて

も好感が持てました。どれくらいのご慧見が集まったのかはわかりませんが、ただ聞くだ

けでなくそれを反映させてくださることを切に願います。

魚突きをする議事者として意見を申し上げさせていただきま〔″たが、温暖化の影響によ

る漁襲量の減少、また燃料の高騰など、漁師さんや漁柴組合の方々の心労もお察しして

おります。また先日焦突さヽをしようと漁港に行つた際、サザエの密漁にありてしまつた漁

師さんとお話しする機会がありました。心無い人σ)非常識な行為に、同じ海を霊する身と

してとても腹立たしい気持ちになりました。工のような維緯もあり、今回の共見定斐更の旨も

たしかに隻登同できるぃとお分もあります。

ですが、ゴム舜射幾戯を禁止することで実賀魚突きはできなくなります。そこで打闘策

として以下2つを挙げさせていただ幸求す。

① 漁集組合主他の魚典蓉師と協力した海浜清掃、海底清掃

最近、魚突音をし
Vて
いて感じる海朧に溜まつているルアーや漁港に漂流されているゴミ

の多さです。海が汚れるのは気持ちの良いもの
と
で1まありませんし、海産生物にとっても

悪影撃単くどす。それを漁師と魚突き師で協力して、綺麗にする工とで一体態も生まれ、定期

的に開催することで饉見知りになリコミュニケーションができます。トラブルの多い2者の

間係ですがこそういつた寄り添つた行動帝していくことで良好的な関係が作れるのではな

いでしょうか。また、漁師さんと仲良くなることで水溝業介入への数居も下がり、担い手不

足の解消にも蝶がります。

②盤泳料として料金を設定する

'乍

今、夏場の河原でのプヾ一ベキューによリゴミP口専題が話題になりました。ある自治体で
バーベキューをする時は1000円を支払うことを決めたところ、ゴミのポイ捨てが劇的に

減ったという面白いニュースを知りました。これを参考にして、漁港での遊泳薪には一律



の料金を支払うことを決めます。すると、マナーを守る良識的な人のみ海で遊ぷことが許

されます。また、稲漁若への牽制にもなります。

暖際なルールを改訂すること|よ秩序を守る上で大切なことです。関菅が寄り添つた改

訂梁を提出されることを心より願つております。



【ご意見提出用紙】

I送付枚数生枚】
長崎県水産都漁業振興課漁業調整班 あて

(FAX 095い 895-2584 )

※ご意見の内容について確認 させていただくこともありますので、以下の連耳特先

をご記入ください。なお芍個人情報の保嬢については、厳正に取り扱います。

ご

連

絡

先

件  名 「長崎県漁業調整規則お一吉II改正 (案 )」 に対する意見

氏  名

住  商

電留雷番号

く樹女当箇所 >
該当ページ番号・・ D19ぺ▼ジ

蔽当項目名亨下…45条

く意見内容>   |
以下の通りご意見申し上げます。改正案への指摘以外にもこれを機にお伝えしたい

ことがあり、長文となりますがご容赦くださいませ。

改正案への指摘について

「従来からゴム等の発射装置を有する刺突漁具は「やすJではなく「もりJと して

区分してきたJと あるが、長崎屎内で当書玄構造の漁具に

ついて、他の意見者同様 2021年 9月 に海上保安庁職員から確認を受けたが、以下

のとおりの説明を受けた。

・水中銃のような、魚に剤さる音[分が、手元からはるか遠くへ投射されるものでは

ないので、長崎県内では使用して支障ない。
Eこ の見角早は長崎県内共通のものである田

海上保安庁見解 (=全国における見解と営い換えられる)がこのようである以上、

長崎県が独自に漁業調整規則を改正しようとすることに

は問題が生じていると言えよう。

別添③



H 合意形成方法について

今回の改正案は漁業側から何らかの問題点が訴求されたと推集するが、もう一方の

当事者である刺突漁具使用者も錢言命に参加すべきである

。長崎県は盛論の場を持とうとしただろうか?

もし、泳業者～刺央漁具使用者間で実際にトラプルがあつたのなら、今回その刺突

漁具使用者は議論に参加しただろうか。長l崎県内には同

好の者から漁業者まで多々知人がいるが、議島守lへの参力Hの話は開かない。

海は管のものである一方、漁業について尊重したい思いも持っており、問題点を洗

い出し鶏論することが最も大事で先方の依頼にも何か応

えたい思いも持つている。長崎県には平等な合意形成を図る取組をお願いしたいぃ

刺突漁具を用いた漁法およぴ文化について

海中という相手方の上俵に上がり1対 1で対ll時する、古来からl慌 く漁法である。縄

文時代の遺跡から鍼先が発見されることがあり、数千年に及ぶ伝統漁法、もしくは

今日まで続く文化胸側面があると言えよう。

海を汚さない、必要な魚種を必要なだけ獲ることができる、海や魚のことを知れる、

魚への震が亨勇く等の利点も数多い。

自身が気を付けていること

道具面 】視認性の高いフロエトの携行日

行動面 :操業中の船がいる海に入らない。船のエンジン青がしたら鍼を海面上突き

上げ居場所を示す.邪用にならない方向に泳ぐ。パディと―緒に行動する。必要以

上に権利柔張をしない口′卜さいサイズは突かない (稚魚放流している魚種は特に)。

SNS等で魚突きをしたことを拡散させない□魚突きを人に勧めない。



「
 愛好者が海に、漁業側にできる良いこと

く直接的>
・海中や海上のゴミ拾い (漁具釣り具やピニール等)

(魚が疲れずとも必ず海中からゴミを捨つて上がることにしている)

い磯焼け対策活動

先月宮山保で開催されたようなウエ駆除イベント (詳細l― からの投書参

RR)

アイゴやプダイを租つた駆除 (魚突きだからこそ、血や神経を抜く処理をするこ

とで、夏でも食用に耐えられる品質にて'き る)

<関桜的>               、

訪れることがある地域で獲れた魚介類には親近感が湧き、購入することが増えた

り、プレゼントや人に勧めたくなる。

現在、漁業のB□係の仕事が舞い込んできており、長崎方面を優先して漁連、漁協と

連携提携の施策を進めることとしている。



【ご意見提出用紙】
【送付枚数 2 本文】

長崎県水産部漁業振興課漁業調整班 あて

(FAX 095-895-2584)
※ご意見の内容について確認させていただくこともありますので、以下の連絡先をご記

入ください。なお、個人情報の保護については、厳正に取り扱います。

ご

連

絡

先

件  名 「長崎県漁業調整規則の一部改正(案 )」 に対する意見

氏  名

住  所

電話番号

<該当箇所>
該当ページ番号…。19ベージ

該当項目名称…01改正概要 1

02長崎県漁業調整規則改正(案)19ページ 第 45条
<意見内容>
改正内容に反対です。

改正案に対する意見と、改正すること1こよる起こり得る県と漁業者への弊害の 2点につ

いて個人的見解を交えて意見として提出させていただきます。

【改正案に対しての意見】

まず、改正概要には「遊漁者と漁業者の間でトラブルが発生している。」と記裁がありま

すが、そのトラブルがどのようなトラプルなのかを開示していません。

このトラブルは遊漁者と漁業者とで解決できるかを議論する場を設けておらず、実質魚

突きを禁止とすることで遊漁者を締め出し、一方的な解決の形をとっておられるかと思

います。

農林水産省が発表している「海面における遊漁と漁業との調整について」(14水管第

2968号 平成 14年 12月 12日 )には、「遊漁を合めて水産動植物の採捕規制を行う

場合には、遊漁と漁業の実態を踏まえ、それぞれの規制のパランスを考慮し、遊漁に対

して過度の規制とならないよう留意する必要がある」、そして「遊漁も対象とした各種規

制を導入する際には、海面利用協議会の意見を聴くほかギ手続等についての透明性が

求められる社会的情勢を踏まえ、公聴会、パブリックコメント等広く意見を聴く機会の確

保にも配慮する必要がある」という記述が見られます。

この通知にもある“遊漁に対して過度の規制"というのも、魚突きをする遊漁者にとつて

は過度の規制に当てはまることが考えられますし、トラブル内容も開示されていないため
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透明性といつた点も欠けるのかと思います。

そのため、規制するに至るまでの手続き等の透明性の確保のためにも規制のバランスを

考慮した解決策を議論し合う場を設けていただきたく思います。  :

【改正されてしまうことにより起こり得る県と漁業者への影響】

私は昨年 (2021年 )の 1月 tコd■■から長崎興d■■席へ移住してきました。

移住目的のひとつとして、趣昧の充実であり、その趣味こそが魚突きです。

ここでは多くは述べませんが、長崎の海は他県の者からして非常に魅力があふれていま

す。

魚突きをしながら副業漁師をできないかとまで考えていました。

ですが今回の改正案が通り、実質魚突きが禁止ということとこなると移住してきた意味が

なくなってしまいます。

また、長崎は若年層の人口流出が問題となっている現状です。

一方、長崎の海を求めて自身のように移住 (流入)してくる方も少なからずいます。

移住という行動、また他県から長l衛の海を求めてやってくる方の経済効果は長崎の地域

活性化にも少なからず貢献できているかと思います。

こういった長崎県としての活性化を衰退させてしまう可能性もあるということも配慮し

て、今由の改正について要検討して頂ければ幸いです。

また、魚突き者は漁業者とのトラブルの原因のひとつにもなる密漁者を嫌います。

魚突き者がいることで、密漁者がいればすぐに通報もできますし、先に潜つているものが

いることで密漁者が海に入ることを抑制する働きも考えられます。

一方、魚突きが規制されることで、誰もいない海に密漁者が入りやすくなる危険性が容

易に想像できます。

密漁者が増えることで当然漁業者側の利益が減ります。

もしも今回のトラブルの原因のひとつに“密漁者との混同"と いうことがあるのであれば、

上記の抑制力の案もですが、よりよい解決策を魚突き者は多いに提案できます。

そのため、いきなり実質魚突きの禁止ということにするのではなく、漁業側の当事者と遊

漁側の当事者を交え、より良い方向へと向かうための議論の場を設けて頂きたく思いま

す。

よろしくお願い申し上げます。


